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ＮＨＫ広報局 

 

「２０１１年完全デジタル移行委員会」の設置について 

 

 地上波テレビ放送は２０１１年７月２４日までに完全デジタル化され、また、ＢＳ

アナログ放送も同日までに終了する予定です。 

ＮＨＫはこれまでも２０１１年の完全デジタル化、アナログ放送終了に向けて中継

局の設置や放送による周知など様々な施策を実施して参りましたが、完全デジタル移

行までいよいよ３年となる今年度以降、従来を上回る取り組みを実施していくため、

会長をトップとする全協会的な組織「２０１１年完全デジタル移行委員会」を設置す

ることといたしました。 

 

地上テレビ放送と衛星放送のアナログからデジタルへの完全移行は、視聴者の皆様

にとってテレビ受信機やアンテナの交換などを伴うだけに、デジタル化の意義やメリ

ットについて十分ご理解をいただくよう、放送などを通じて従来以上にお伝えしてい

くと同時に、国や民間放送事業者と共に地域毎の問い合わせにきめ細かくお答えでき

る仕組みを作っていく必要があると考えています。 

具体的には、 

・ 放送など通じたデジタル放送の一層の普及促進 

・ 視聴者の皆様からの疑問・相談・要望に的確に応えていく体制の強化 

・ デジタル電波の送信・受信に伴う課題への的確な対応 

・ 共同受信設備等のデジタル化対策促進 

などを部局横断的に実施して参ります。 

  

 具体的な組織は次図のとおりですが、関連する組織として、放送を中心としたデジ

タル放送普及促進策とアナログ終了方策の策定を行う「アナログ放送終了会議」、全

国の地域における取り組みを進める「地域委員会」などを設置します。 

 また、対外的には、総務省、（社）日本民間放送連盟や（社）デジタル放送推進協

会等と密接な連携を図り、２０１１年７月の完全デジタル移行に向けた施策を実施し

ていく予定です。 
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